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援
農
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成
講
座

　

一
定
の
農
業
技
術
と
知
識
を
習

得
し
、
市
内
農
家
の
農
作
業
を
手

伝
う
援
農
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
養
成

し
ま
す
。

■
実
習
農
家
庭
田
農
園
（
関
野
町

１
丁
目
）、
小
山
農
園
（
緑
町
３

丁
目
）

u
東
京
都
農
林
水
産
振
興
財
団

（
立
川
市
）
技
術
講
座
＝
３
回
、

市
内
農
家
実
習
＝
１０
回
程
度

t
市
内
在
住
で
平
日
の
養
成
講
座

に
参
加
で
き
、
講
座
終
了
後
に
援

農
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
活
動
を

継
続
で
き
る
２０
歳
以
上
の
方

s
各
農
園
３
人
（
多
数
抽
選
）

n
実
費
負
担
あ
り
（
保
険
料
・
交

通
費
等
）

m
５
月
１０
日
（
消
印
有
効
）
ま
で

に
、
往
復
は
が
き
に
住
所
・
氏
名

・
年
齢
・
電
話
番
号
・
希
望
実
習

農
家
名
を
明
記
し
、
経
済
課
産
業

振
興
係
（
〒
１８４

−

８
５
０
４
住
所

不
要
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
８
２
）
へ

不
用
品
交
換
コ
ー
ナ
ー

　

資
源
の
節
約
、
ご
み
の
減
量
の

た
め
、
家
庭
で
使
用
し
な
く
な
っ

た
不
用
品
を
紹
介
す
る
コ
ー
ナ
ー

を
設
置
し
て
い
ま
す
。

■
対
象
品
家
具
、
電
気
製
品
、
一

般
機
器
、
幼
児
用
品
な
ど
で
破
損

し
て
い
な
い
も
の

■
利
用
方
法
直
接
、
経
済
課
（
市

役
所
第
二
庁
舎
４
階
）
へ
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。
登
録
カ
ー
ド
を

不
用
品
交
換
コ
ー
ナ
ー
に
掲
示
し

て
紹
介
し
ま
す
（
掲
示
は
４
か
月

間
）。当
事
者
間
で
直
接
交
渉
し
、

必
ず
交
渉
結
果
を
ご
連
絡
く
だ
さ

い

e
市
内
在
住
の
方
に
限
り
ま
す

i
経
済
課
消
費
生
活
係
（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
３
１
）

自
転
車
安
全
利
用

Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

５
月
１
日（
月
）～
３１
日（
水
）

　

自
転
車
に
関
与
す
る
事
故
が
多

く
な
っ
て
い
ま
す
。
自
転
車
安
全

利
用
五
則
を
守
り
、
安
全
運
転
を

心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

【
自
転
車
安
全
利
用
五
則
】

▽
車
道
が
原
則
、
左
側
を
通
行

　

歩
道
は
例
外
、
歩
行
者
を
優
先

▽�

交
差
点
で
は
信
号
と
一
時
停
止

を
守
っ
て
、
安
全
確
認

▽
夜
間
は
ラ
イ
ト
を
点
灯

▽
飲
酒
運
転
は
禁
止

▽
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用

【�

自
転
車
で
歩
道
を
通
行
で
き
る

の
は
】

▽�

「
歩
道
通
行
可
」
の
標
識
が
あ

る
と
き

▽�

１３
歳
未
満
の
子
ど
も
や
７０
歳
以

上
の
高
齢
者

▽
身
体
障
が
い
者
の
方

▽�

歩
道
を
通
行
す
る
こ
と
が
や
む

を
得
な
い
場
合

i
市
交
通
対
策
課
交
通
対
策
係

（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
５
０
）、
小

金
井
警
察
署
（
☎
０４２

−

３８１

−

０
１

１
０
）

街
路
灯
が
点
灯
し
て
い
な
い

と
き
は
ご
連
絡
を

　

市
が
管
理
し
て
い
る
街
路
灯
に

は
、
設
置
し
て
い
る
柱
に
ピ
ン
ク

色
の
管
理
プ
レ
ー
ト
で
４
桁け

た

の
管

理
番
号
を
表
示
し
て
い
ま
す
。
街

路
灯
が
点
灯
し
て
い
な
い
と
き

は
、
管
理
番
号
を
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

　

ま
た
、
街
路
灯
の
中
に
は
商
店

会
が
管
理
し
て
い
る
も
の
や
東
京

都
が
管
理
し
て
い
る
も
の
が
あ
り

ま
す
。
街
路
灯
に
商
店
会
等
の
名

称
が
入
っ
て
い
れ
ば
そ
の
商
店
会

へ
、
東
京
都
の
マ
ー
ク
が
つ
い
て

い
れ
ば
東
京
都
建
設
局
北
多
摩
南

部
建
設
事
務
所
小
金
井
工
区
（
☎

０４２

−

３２６

−

８
８
６
２
）
へ
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

※
連
絡
を
受
け
て
か
ら
修
理
ま
で

は
通
常
３
日
前
後
か
か
り
ま
す

i
交
通
対
策
課
交
通
対
策
係
（
☎

０４２

−

３８７

−

９
８
５
０
）

　市では、創業支援等事業計画を策定し、国から認定を受けています。
創業予定者・創業後５年未満の創業者の方で、同計画に基づく支援メ
ニューを受講した方には、証明書を発行します。

　創業塾や創業相談、セミナーイベント、講座、カウンセリング等さ
まざま用意しています。参加希望の際は、直接実
施機関にご連絡ください。実施機関については、
市ホームページに掲載しています。

　コウカシタ・ヒガコインキュベーションは、ＪＲ東小金井駅近くの高架下
に並ぶ３つの創業支援施設ＫＯ−ＴＯ、ＰＯ−ＴＯ、ＭＡ−ＴＯのことです。
　利用方法や施設の詳細については、施設紹介ホームページ
（https://koukashita.jp）をご覧いただくか、東小金井事業
創造センター（☎０４２２−３１−２０４０）へお問い合わせください。

ＫＯ−ＴＯ（東小金井事業創造センター）
　個室・ブース・コワーキングスペースがあります。公共施
設であり、市の創業ワンストップ窓口相談を行っています。

ＰＯ−ＴＯ
　東京都認定インキュベーション施設で、店舗・ショールー
ムを併設できるシェアオフィスです。

ＭA−ＴＯ
　店舗・キッチン・教室・ガレージの区画で構成された食と
ものづくりのシェア施設です。

　証明を受けると、創業に関するいくつかの制度において優遇措置を
受けることができます。
■優遇措置登録免許税の減免、創業関連保証の優遇、日本政策金融公
庫新規開業支援資金の貸付利率引き下げ等
■証明書発行申請申請書（市ホームページからダウンロード可）に必
要事項を明記し、直接、経済課産業振興係（市役所第二庁舎４階）へ

i経済課産業振興係（☎０４２−３８７−９８３１）

支援メニュー
（特定創業支援等事業）

特定創業支援等事業を
受けたことの証明書の発行

コウカシタ・ヒガコインキュベーションコウカシタ・ヒガコインキュベーション
ＫＯ−ＴＯ・ＰＯ−ＴＯ・ ＭＡ−ＴＯを利用しませんか

実施機関等

創業する方等を支援しています創業する方等を支援しています創業する方等を支援しています創業する方等を支援しています

施設紹介

　市民一人一人が交通安全に関心を持ち、正しいル
ールとマナーを身につけ、交通事故の防止に努めま
しょう。また、５月２０日（土）は、交通事故ゼロを
めざす日です。
【重点項目】
▷子どもを始めとする歩行者の安全の確保
▷横断歩行者事故等の防止と安全運転意識の向上
▷自転車のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底
▷電動キックボード等の交通ルール遵守の徹底
▷二輪車の交通事故防止
i市交通対策課交通対策係（☎０４２−３８７−９８５０）、
小金井警察署（☎０４２−３８１−０１１０）

小規模事業者持続化サポート小規模事業者持続化サポート
補助金を給付します補助金を給付します

　国の小規模事業者持続化補助金を活用して販路開拓等に取り組む市内小規
模事業者を対象に、費用負担軽減等を図り生産性向上と持続的な発展を目的
とした補助金を給付します。
t国の小規模事業者持続化補助金の交付確定を受けた市内小規模事業者
■給付額補助対象経費から、次のすべてを差し引いた金額の２分の１（上限
あり）
▷国の小規模事業者持続化補助金
▷補助対象事業完了までに直接生じた収益金
e対象要件や申請書類については市ホームページをご覧ください
■申請期限令和６年３月３１日
■申請方法郵送で申請書類を経済課産業振興係（〒１８４−８５０４住所不要☎０４２
−３８７−９８３１）へ

５月１１日（木）～２０日（土）５月１１日（木）～２０日（土）
春の全国交通安全運動春の全国交通安全運動

各種申し込みは、開庁時間または各施設開館時間内にお願いします。5・5・15


